
 

 

　原子力規制委員会における民間規格の活用に関する見直しについて 

 

平成３０年６月６日 

原子力規制委員会 

 

原子力規制委員会は、許認可申請図書において引用される日本原子力学会、日本機

械学会及び日本電気協会（以下「３学協会」という。）等の民間規格については、性能

規定化された規制要求に対する容認可能な実施方法としてあらかじめ評価しておく

ことは、効率的な審査の実施に資すると考えられるとして活用することとし、その策

定プロセス等によらず、規定内容が技術的に妥当であるかという観点から、「原子力

規制委員会における民間規格の活用について1」（平成 26 年 11 月 12 日原子力規制委

員会）において技術評価の仕組みを定め、原子力規制委員会として技術評価を行って

きたが、以下の課題が顕在化してきた。 

① 規格策定の技術的根拠や策定段階における技術的議論が不十分と見受けられ

る場合があった。 

② ３学協会は、規格策定プロセスの公開性について一定の改善を図っているが、

議論のトレーサビリティがより一層確保されることが望まれる。 

③ ３学協会との間で、規格制定後の改廃、訂正等の事前連絡に関する取扱いを定

めていなかった。 

これらを踏まえ、今後は以下の方針によることとし、「原子力規制委員会における

民間規格の活用について」を、別添の通り定め、「原子力規制委員会における民間規格

の活用について」（平成 26年 11月 12日原子力規制委員会）は廃止する。 

１．技術評価の対象とする規格の優先順位付け 

規則解釈等2への引用が多数行われている３学協会規格については、規則解釈等

への引用が見込まれるものについて、３学協会の意見を参考に、被規制者から意見

（技術評価を希望する３学協会規格）を聴取し、原子力規制庁の規制執行部局の意

向を踏まえ、個々の規格の重要度を勘案し、優先度の高いものについて計画的に技

術評価を実施することとし、技術評価の計画を策定する。 

２．技術評価を行うに当たっての前提 

技術評価を行うに当たり、以下について引き続き３学協会に対応を求める。 

① 原子力規制委員会の求めに応じた技術的な妥当性評価に必要となる以下の

資料の提出 

イ）技術評価を行う上で必要となる技術的根拠（規格検討に用いたデータ

                                                   
1 平成 25年 6月 19日第 11回原子力規制委員会で了承された「今後の原子力規制委員会におけ

る民間規格の活用について」を、平成 26年 11月 12日第 38回原子力規制委員会の議題 1「実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の一部改正について」において見

直したもの。 
2 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」等 
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等を含む。） 

ロ）規格に規定する要求事項を決定した際の判断理由（少数意見も含む議

論の内容がわかる資料を含む。） 

上記については、現在実施中の技術評価においても同様とする。 

② 規格の制定後に当該規格の改廃又は訂正につながるような技術的内容に関

する疑義が生じた場合の原子力規制委員会への速やかな通知 

３．原子力規制庁職員の規格策定のための会合への参加のあり方 

原子力規制庁職員（以下「職員」という。）の規格策定のための会合（以下「規

格策定委員会」という。）への参加は、将来における技術評価を円滑に行うことに

資することを踏まえ、今後は、以下の考え方のもと実施することとする。 

これに際し、透明性確保の観点から、規格策定委員会での配布資料及び議事の録

音等を原子力規制庁と共有することを条件とする。 

なお、職員が規格策定委員会に参加する際には、中立性及び公平性を保ち、学協

会の独立性を妨げることがないよう留意する。 

① 参加の対象 

技術評価の対象となる可能性のある３学協会規格の規格策定委員会とする。 

② 職員の立場 

職員は、専門家として情報（職員の専門性に基づく技術的事項。例えば、具

体的データなど技術的根拠が不足している部分、技術的議論が十分でないと

思われる部分、当該規格に関連する最新知見）を提供する立場とし、規格策定

を行う委員ではない（発言はできるが議決権はない）ものとする。 

③ 参加のあり方 

職員は、規格策定委員会の議論に参加するが、メール等規格策定委員会の

議事の録音等に残らないような意見表明は行わない。 

④ 原子力規制委員会との関係 

原子力規制委員会は、規格策定委員会における職員の発言の内容とは独立

に技術評価を行い、当該規格の規則解釈等への引用の可否の最終判断を行う、

という従来の考え方に変更はない。 

また、規格策定委員会での議論の内容が確認できるように、配布資料及び議事録

（発言者名付の逐語録）が当該学協会のウェブサイトへ掲載されるよう、引き続き

３学協会に要望していくこととする。 

[別添及び参考] 

別添  原子力規制委員会における民間規格の活用について 

参考１ 原子力規制委員会における民間規格の活用について（案）比較表 

参考２ 原子力規制委員会における民間規格の活用について（平成２６年１１月１２

日原子力規制委員会資料１抜粋） 
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　原子力規制委員会における民間規格の活用について 

 

平成３０年６月６日 

原 子 力 規 制 委 員 会  

 

１．はじめに  

（１）許認可申請図書において引用される日本原子力学会、日本機械学会及び日本電気協

会（以下「３学協会」という。）等の民間規格について、性能規定化された規制要求

に対する容認可能な実施方法としてあらかじめ評価しておくことは、効率的な審査

の実施に資すると考えられる。 

（２）３学協会規格を含む民間規格を原子力規制委員会の定める規則解釈又は審査基準等

で行政手続法第５条に規定する審査基準に該当するもの（以下「規則解釈等」とい

う。）に引用しようとする場合には、その策定プロセス等によらず、規定内容が技術

的に妥当であるかという観点から、原子力規制委員会として技術評価を行う。 

（３）なお、「原子力規制委員会における民間規格の活用について」（平成 26 年 11 月 12 日

原子力規制委員会）は廃止する。 

 

２．３学協会規格の技術評価のための仕組み  

（１）計画的な技術評価の実施  

① ３学協会規格の策定動向について情報収集し、規則解釈等を満たす仕様規格とし

て、被規制者からの申請において使用が見込まれる３学協会規格の存否を、原子力

規制庁において検討する。 

② 規則解釈等において引用している３学協会規格については、その改訂動向につい

て情報収集し、３学協会の意見を参考に、規則解釈等の改訂が必要となるものの存

否を原子力規制庁において検討する。 

③ 被規制者から、意見（技術評価を希望する３学協会規格）を聴取する。 

④ 以上に加え、原子力規制庁の規制執行部局の意向を踏まえ、個々の規格の重要度を

勘案し、技術評価及び規則解釈等に引用する３学協会規格として優先度の高いもの

について、計画的に技術評価を実施する。 

⑤ 技術評価の実施に係る計画は、原子力規制委員会に報告し、その承認を受ける。 

⑥  技術評価を行うに当たっては、以下について３学協会に対応を求める。 

（別添） 
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イ）技術的な妥当性評価に必要となる以下の資料の提出 

a. 技術評価を行う上で必要となる技術的根拠（規格検討に用いたデータ等を含

む。） 

b. 規格に規定する要求事項を決定した際の判断理由（少数意見も含む議論の内容

がわかる資料を含む。） 

ロ) 規格の制定後に当該規格の改廃又は訂正につながるような技術的内容に関する

疑義が生じた場合の原子力規制委員会への速やかな通知 

 

（２）技術評価の体制の構築  

① ３学協会規格（新たに策定されるもの、改訂版及び追補版）の技術評価は、原子力    

規制委員会委員、原子力規制庁職員（以下「職員」という。）及び技術支援機関職

員による検討チームにおいて実施する。必要な場合には、３学協会規格策定に関与

していない外部有識者の参加を得る。 

② 技術評価プロセスは以下のとおりとする。 

イ）検討チームにおいて、評価対象とする３学協会規格の技術評価書案及び３学協会

規格を引用する規則解釈等文書案を作成する。 

ロ）その過程において、必要に応じ、３学協会における規格策定のための会合（以下

「規格策定委員会」という。）に対し評価対象とする３学協会規格の技術的根拠

等に係る説明を要請する。 

ハ）検討チームの会合は、公開とする。 

ニ）技術評価書案及び規則解釈等文書案に対しては、パブリックコメントを実施す

る。 

ホ）原子力規制委員会において、技術評価書及び規則解釈等を決定する。 

 

（３）３学協会規格の誤りの訂正への対応  

① 規則解釈等において引用している３学協会規格の誤りを３学協会が訂正した場 

合は、原子力規制庁は３学協会から報告を受け、要求内容の変更の有無を確認する。 

② 要求内容の変更を伴わない軽微な訂正であるときは、誤りが訂正された後の３学

協会規格を引用することが明確となるよう、規則解釈等を改正する。 

③ 要求内容の変更を伴う訂正であるときは、原子力規制委員会においてその訂正に

ついて評価し、必要な場合には規則解釈等の改正を、パブリックコメントを実施し

た上で行う。 
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（４）職員の規格策定委員会への参加のあり方 

  職員の規格策定委員会への参加は、将来における技術評価を円滑に行うことに資す

ることを踏まえ、以下の考えのもと実施することとする。 

これに際し、透明性確保の観点から、職員が規格策定委員会に参加する場合は、配布

資料及び議事の録音等を原子力規制庁と共有することを条件とする。  

なお、職員は、中立性及び公平性を保ち、学協会の独立性を妨げることがないよう留    

意する。 

① 参加の対象 

技術評価の対象となる可能性のある３学協会規格の規格策定委員会とする。 

② 職員の立場 

職員は、専門家として情報（職員の専門性に基づく技術的事項。例えば、具体的デー

タなど技術的根拠が不足している部分、技術的議論が十分でないと思われる部分、当該

規格に関する最新知見）を提供する立場とし、規格策定を行う委員ではない（発言はで

きるが議決権はない）ものとする。 

③ 参加のあり方 

職員は、規格策定委員会の議論に参加するが、メール等規格策定委員会の議事の録音

等に残らないような意見表明は行わない。 

④ 原子力規制委員会との関係 

原子力規制委員会は、規格策定委員会における職員の発言の内容とは独立に技術評

価を行い、当該規格の規則解釈等への引用の可否の最終判断を行う。 

 

5/5


